
合併新市基本計画新旧対照表 

変更後（新） 変更前（旧） 

序論 

第２章 

３．計画の期間 

この計画の期間は、２００７年度から２０２２年度までの１６ヵ年と

します。 

なお、実施設計には着手しているものの、当該期間内に完了しない事

業のうち最も期間を要するものは、２０２６年度の完了を予定していま

す。このため財政計画については、計画期間を２００７年度から２０２

６年度までとします。 

 

Ⅱ．新市の施策 

 第１章 地域間競争に勝ち抜く自立した経済構造の実現 

  第４節 中心市街地の活性化 

   ２．中心市街地の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  ※なお、佐賀駅周辺整備事業については、令和２年度に実施設計に着手し

ており、令和５年度の完了を予定しています。 

 

第２章 地域で安心して生活できる社会の実現 

第２節 子どもを健全に育てられる環境の整備 

２．子育てと仕事の両立のための環境整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

序論 

 第２章 

３．計画の期間 

この計画の期間は、２００７年度から２０２２年度までの１６ヵ年と

します。 

（追加） 

 

 

 

 

Ⅱ．新市の施策 

 第１章 地域間競争に勝ち抜く自立した経済構造の実現 

  第４節 中心市街地の活性化 

   ２．中心市街地の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

（追加） 

 

 

第２章 地域で安心して生活できる社会の実現 

第２節 子どもを健全に育てられる環境の整備 

２．子育てと仕事の両立のための環境整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 



  ※なお、公立認定こども園整備事業については、令和４年度に実施設計に

着手しており、令和６年度の完了を予定しています。 

 

第３章 自然と調和した個性的な美しいまちの実現 

第３節 快適な生活環境の充実 

２．安全・快適な道路空間の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  ※なお、植木橋木角線整備事業については、令和３年度に実施設計に着手

しており、令和７年度の完了を予定、上高木東渕線外１路線整備事業に

ついては、令和３年度に実施設計に着手しており、令和８年度の完了を

予定、上戸田川上線整備事業については、令和３年度に実施設計に着手

しており、令和６年度の完了を予定、通学路安全対策整備事業について

は、令和３年度に実施設計に着手しており、令和６年度の完了を予定、

三溝線整備事業については、令和２年度に実施設計に着手しており、令

和８年度の完了を予定、東高木木角線整備事業については、令和３年度

に実施設計に着手しており、令和７年度の完了を予定しています。 

 

第４章 個性が尊重され楽しく学習できる社会の実現 

第１節 個性を尊重し創造性を養う教育の推進 

１．個性を尊重する教育の充実 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  ※なお、学校施設改修事業については、令和４年度に実施設計に着手して

おり、令和６年度の完了を予定、嘉瀬小学校長寿命化改良事業について

は、令和４年度に実施設計に着手しており、令和７年度の完了を予定、

 （追加） 

 

 

第３章 自然と調和した個性的な美しいまちの実現 

第３節 快適な生活環境の充実 

２．安全・快適な道路空間の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 個性が尊重され楽しく学習できる社会の実現 

第１節 個性を尊重し創造性を養う教育の推進 

１．個性を尊重する教育の充実 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  （追加） 

 

 



諸富中学校屋内運動場改築事業については、令和２年度に実施設計に着

手しており、令和５年度の完了を予定しています。 

 

第２節 生涯学習の推進 

２．生涯学習環境の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  ※なお、諸富町公民館建設事業については、令和３年度に実施設計に着手

しており、令和７年度の完了を予定、西川副公民館建設事業については、

令和４年度に実施設計に着手しており、令和６年度の完了を予定してい

ます。 

 

Ⅳ．公共施設の適正配置と整備方針 

 第１章 公共施設の適正配置と整備方針について 

公共施設の適正配置と整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさな

いよう十分に配慮し、地域の特殊性やバランス、さらには財政事情等を考慮

しながら、検討・整備していくことを基本とします。 

なお、合併に伴い旧役場庁舎等については住民窓口サービスの低下を招か

ないよう十分配慮し、電算処理施設のネットワーク化等により、必要な機能

の整備を図ります。 

※なお、富士支所庁舎設備改修事業については、令和４年度に実施設計に着

手しており、令和５年度の完了を予定、川副支所庁舎整備事業については、

令和元年度に実施設計に着手しており、令和５年度の完了を予定していま

す。 

 

 

 

 

 

第２節 生涯学習の推進 

２．生涯学習環境の整備 

〔施策の概要〕 

（表省略） 

  （追加） 

 

 

 

 

Ⅳ．公共施設の適正配置と整備方針 

 第１章 公共施設の適正配置と整備方針について 

公共施設の適正配置と整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさな

いよう十分に配慮し、地域の特殊性やバランス、さらには財政事情等を考慮

しながら、検討・整備していくことを基本とします。 

なお、合併に伴い旧役場庁舎等については住民窓口サービスの低下を招か

ないよう十分配慮し、電算処理施設のネットワーク化等により、必要な機能

の整備を図ります。 

  （追加） 

 

 

 

 

 



Ⅴ. 財政計画 

第１章 財政計画 

１ 前提条件について 

財政計画は、平成１９年度から令和４年度 までの１６年間について、

歳入・歳出の項目ごとに過去の実績や経済情勢、人口推移などを考慮し、

普通会計ベースで算出します。 

作成に当たっては、合併後も厳しい財政状況が予測されるため、健全な

財政運営を継続することを基本として、合併に伴う事務事業調整や事務移

管による影響、国の財政支援措置を加味しています。 

   なお、実施設計には着手しているものの、当該期間内に完了しない事業

のうち最も期間を要するものは、令和８年度の完了を予定しています。こ

のため令和５年度から令和８年度までの財政計画を追加しています。 

 

新市の財政計画（平成 19 年度～令和 8 年度） ※改め文参照 

（略） 

 

Ⅴ. 財政計画 

第１章 財政計画 

１ 前提条件について 

財政計画は、平成１９年度から平成３４年度までの１６年間について、

歳入・歳出の項目ごとに過去の実績や経済情勢、人口推移などを考慮し、

普通会計ベースで算出します。 

作成に当たっては、合併後も厳しい財政状況が予測されるため、健全な

財政運営を継続することを基本として、合併に伴う事務事業調整や事務移

管による影響、国の財政支援措置を加味しています。 

  （追加） 

 

 

 

新市の財政計画（平成 19 年度～平成 34 年度） 

（略） 

 


